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令和元年第２回中央広域環境施設組合議会定例会会議録 

 

招集年月日 令和元年１１月２０日（水曜日） 

 

招集場所 中央広域環境施設組合 中央広域環境センター管理棟２階大会議室 

 

出席議員 １６名 

１番  相 原 一 永      ２番  岸 田 益 雄 

３番  細 井 英 輔       ４番  近 久 善 博  

５番  桒 原 五 男      ６番  原 田 由 一 

９番  三 浦 三 一     １０番  出 口 治 男 

１１番  阿 部 雅 志     １２番  木 村 松 雄 

１３番  松 村 幸 治     １４番  樫 原   伸 

１５番  東 條 昭 二     １６番  水 口 昭 彦 

 １７番  鈴 木 幸 三     １８番 坂 東 泰 幸  

 

欠席議員  １名 

８番 森 本 節 弘 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

管 理 者  藤 井 正 助    副 管 理 者  原 井   敬 

副 管 理 者  玉 井 孝 治    副 管 理 者  松 田 卓 男 

会計管理者  藤 川 靖 人    監 査 委 員  柿 部 美 彦

事 務 局 長  住 友 勝 次    総 務 課 長  猪 井   修 

 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

業務課課長補佐  岡 本 泰 昌    業務課課長補佐  高 岡 寛 之   

総務課主査  小 松 真一郎    業務課主査    渡 辺 大 輔   

電気主任技術者  後藤田     実    総務課主事  鈴 田 陽 平 
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議事日程 

 

１ 臨時議長選出 

     

２ 臨時議長あいさつ 

     

日程第１ 仮議席の指定について 

 

日程第２ 議長選挙について 

 

追加日程第１ 議席の指定について 

 

追加日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 

追加日程第３ 会期の決定について 

 

追加日程第４ 報第２号 平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計繰越 

明許費繰越計算書について 

 

追加日程第５ 報第３号 専決処分の承認を求めることについて 

            （徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共 

団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合 

規約の変更について) 

 

追加日程第６ 議第７号 平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計歳入 

歳出決算認定について 

 

追加日程第７ 議第８号 中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及 

び費用弁償に関する条例制定について 

 

追加日程第８ 議第９号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法 

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定 

について 

 

 追加日程第９ 議第１０号 令和元年度中央広域環境施設組合一般会計補正

予算(第１号)について 
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午前９時３０分 開会 

 

○事務局長（住友勝次君） 

おはようございます。事務局長の住友でございます。 

令和元年第２回中央広域環境施設組合議会定例会にご参集いただき誠にあり

がとうございます。 

 議会を開く前にご報告いたします。 

本日の定例会には、吉野川市議会におかれまして議長の改選が行われました

ことに伴いまして、組合議会の議長が空席になっております。また、本日、森

本副議長も所用のため欠席の届け出がございました。そこで議長が選挙される

までの間、地方自治法第１０７条の規定によりまして、出席議員の中で年長の

板野町、東條昭二議員をご紹介させていただきます。東條議員、よろしくお願

いいたします。 

東條議員、議長席のほうへお着きください。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○臨時議長（東條昭二君） 

 ただいまご紹介をいただきました東條でございます。地方自治法第１０７条

の規定によって、臨時に議長の職務を行います。皆さまのご協力をお願いいた

します。 

 ただいまの出席議員は、１６名でございます。全議員は１７名でございまし

て、定足数に達しております。よって、令和元年第２回中央広域環境施設組合

議会定例会は、成立いたしました。 

ただいまから、令和元年第２回中央広域環境施設組合議会定例会を開会いた

します。  

 これより、本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、去る９月１０日にご逝去されました川真田副管理者のご冥福

をお祈りするために、黙祷をささげたいと思います。ご起立願います。 

 

〔全員起立〕 

 

○臨時議長（東條昭二君） 

 黙祷。 

 

〔黙 祷〕 
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○臨時議長（東條昭二君） 

 黙祷終わります。ご着席ください。 

はじめに報告事項を申し上げます。本日の定例会に、森本節弘君から欠席の

届けが出ております。ご了承願います。 

これより、本日の日程に入ります。 

本日の日程は、お手元に配布しましたとおりでございます。ご了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○臨時議長（東條昭二君） 

 まず、日程第１、仮議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいまご着席の議席とします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○臨時議長（東條昭二君） 

 日程第２、議長選挙についてを議題といたします。 

中央広域環境施設組合規約第７条第２項の規定により、議長は関係市町の議

会の議長の中から互選するとなっております。ただいまより休憩をいたします

ので、休憩中に互選をお願いいたします。 

 休憩します。 

 

午前９時３４分 休憩 

午前９時３５分 再開 

 

○臨時議長（東條昭二君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま、休憩中にご協議いただきました結果を私の方から報告します。 

中央広域環境施設組合議会の議長に、吉野川市議会市議会の議長の相原一永

君が互選されましたのでご報告いたします。 

ただいま、議長に互選された相原一永君が議場におられますので、会議規則

第３２条第２項の規定により告知いたします。 

相原一永君ごあいさつをお願いいたします。 

 

○１番（相原一永君） 

 おはようございます。ただいま議長にご推挙いただき、ご承認をいただきま

した、吉野川市議会議長の相原一永でございます。皆様におかれましては、当
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組合議会がスムーズに進めていけますようにご協力をよろしくお願い申し上げ

まして、簡単ではございますが就任のご挨拶とさせていただきます。どうかよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 

○臨時議長（東條昭二君） 

 ありがとうございました。新議長も決まりましたので、これを持ちまして私

の臨時議長としての職務を終わらせていただきます。ご協力、誠にありがとう

ございました。 

 相原議長、議長席にお願いします。 

 ここで、暫時休憩します。 

 

午前９時３６分 休憩 

午前９時３８分 再開 

 

○議長（相原一永君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

お手元に配布いたしております追加議事日程のとおり、順次議題といたしま

す。 

 追加日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、ただいまの着席のとおり指

定いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

 続きまして、追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第７３条の規定により議長において、

６番原田由一君、１５番東條昭二君を指名いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

 続きまして、追加日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（相原一永君） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日限りと決定い

たしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

これにより審議にはいります。 

管理者より、あいさつ並びに提案理由の説明を求めます。 

管理者。 

 

○管理者（藤井正助君） 

 皆さん、改めておはようございます。開会にあたりまして、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

本日は、令和元年第２回中央広域環境施設組合議会定例会を招集しましたと

ころ、議員各位におかれましては、公私ともに大変お忙しい中、ご出席を賜り

まして誠にありがとうございます。また、日頃は、組合運営に格別のご理解と

ご協力を賜っておりますことに、重ねてお礼を申し上げます。 

まずはじめに、去る９月１０日に亡くなられました川真田哲哉前副管理者を

悼み、追悼の言葉を述べさせていただきたいと思います。 

 川真田前副管理者におかれましては、志半ばにしてその生涯を閉じられまし

たことは、あまりにも突然のことでございまして未だに信じがたく、惜別の情

を禁じ得ないところでございます。川真田前副管理者は、平成１７年７月に当

組合の副管理者に就任されました。１４年の永きにわたり、当組合の発展のた

めご尽力くださいました。その惜しみないご努力に敬意を表し、心から感謝を

申し上げる次第でございます。ここに、川真田哲哉前副管理者のご生前のご活

躍をしのび、謹んで哀悼の意をささげるとともに、衷心よりご冥福をお祈り申

し上げます。追悼の言葉とさせていただきます。 

 さて、本日の定例会には、吉野川市議会、板野町議会、上板町議会から、新

しく４名の組合議員の皆さんが選出され、ご出席をいただいております。さら

に、吉野川市におきましては、去る１０月２７日に原井敬氏が新市長に就任さ

れまして、当組合の副管理者となり初めての定例会となっております。何卒よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、中央広域環境センターにおける、昨年度の運営状況についてご報告さ

せていただきます。 

 

［「管理者着席して」と呼ぶ者あり］ 
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平成３０年度のごみ溶融処理量は、３万１,７３１トンでございまして、前年

度に比べまして９９トンの増加、１日当たりの処理量は、約９８トンでござい

ました。ごみの搬入量は、２万９,９７３トンでございまして、前年度に比べ１

４８トンの減少でございました。構成市町におかれましては、引き続きごみ減

量化の取り組みや啓発活動に推進していただけるよう、ご協力をよろしくお願

いを申し上げます。 

また、昨年９月の台風２１号により被災しましたごみピット天井修繕工事に

ついてでございますが、本年６月に竣工いたしまして、その間、ごみ処理自体

には大きな問題もなく、安定した施設の稼働を続けているところでございます。

今後も周辺環境に十分配慮しながら、安全安心な施設運営に努めるとともに、

できる限り計画的、効率的に施設を稼働させることで、ごみ処理に必要なエネ

ルギーを節約して経費の削減に努める所存でございます。 

次に、次期処理施設についてでございます。当センターは、平成１７年８月

の稼働から１５年目を迎えておりまして、地域の皆様とお約束をしております

施設の使用期限が西暦２０２５年、令和７年７月まで、本年８月で６年を残す

ところとなりました。組合といたしましては、関係構成市町と協議を進める中、

阿波市、板野町及び上板町の１市２町では、新ごみ処理施設整備検討会を立ち

上げまして、処理方法や候補地の選定に向けた検討を進めていただいていると

ころでございます。今後におきましても、地域の皆様とのお約束が遵守できる

よう努力してまいりますので、組合議員各位におかれましては、改めて格別の

ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、提案理由について、ご説明申し上げます。 

今定例会に提出しております案件は、繰越計算書の報告、専決処分の承認の

報告案件が２件、平成３０年度一般会計決算認定、そして、条例の制定が２件

と令和元年度一般会計補正予算（第１号）の計６件でございます。 

まず、報第２号平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計繰越明許繰越計

算書については、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によりまして報告

するものでございます。 

次に、報第３号専決処分の承認を求めることについてでございますが、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、徳島県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更について

専決処分したので、これを報告し、承認をお願いするものでございます。 

次に、議第７号平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認

定については、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、監査委員の審査

に付しましたので、同条第３項の規定により、議会の認定に付するものでござ

います。 

次に、議第８号及び第９号につきましては、地方公務員法及び地方自治法の



- 8 -   

一部を改正する法律が、来年、令和２年４月１日から施行され、会計年度任用

職員の制度が創設されることに伴いまして、会計年度任用職員の給与等の額や

支給方法などについて定める必要があるとともに、関係条例の所要の改正を行

うものであります。 

最後に、議第１０号令和元年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算（第

１号）については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、４,５４８

万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２１億４３万５千円とするものでご

ざいます。補正予算の主な内容は、平成３０年度決算に伴う剰余金の基金への

積立でございます。 

以上、概略をご説明申し上げましたが、個々の詳細につきましては、議事の

進行に伴いまして、逐次ご説明なり、補足説明を申し上げて参りたいと思いま

す。今回、提案をさせていただきました議案につきましては、当組合を運営す

るにあたり重要な案件でございますので、十分ご審議の上、すべて原案どおり

ご承認くださいますようよろしくお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（相原一永君） 

 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

 それでは、追加日程第４、報第２号平成３０年度中央広域環境施設組合一般

会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。事務局の補足説明を

求めます。 

総務課長。 

 

○総務課長（猪井修君） 

報第２号平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計繰越明許費繰越計算書

について、ご説明をさせていただきます。 

議案書の報第２号をご覧ください。 

本年３月の第１回定例会におきまして、平成３０年度中央広域環境施設組合

一般会計補正予算（第２号）で議決をいただきました繰越明許費につきまして、

繰越明許費繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定により、ご報告をするものでございます。 

次のページをご覧ください。 

平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計繰越明許費繰越計算書でござい
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ます。３款衛生費、１項清掃費、事業名廃棄物処理施設災害復旧事業、金額７,

２３９万１,０００円、翌年度繰越額４,５１５万１,０００円。財源内訳は、未

収入特定財源で国庫支出金が１,６７６万３,０００円、地方債が４３０万円、

その他建物災害共済保険金でございますが１,８７４万３,０００円でございま

す。一般財源は５３４万５,０００円でございます。これは、昨年９月に台風２

１号により被災をいたしましたごみピット天井の修繕工事を繰り越したもので

ございます。なお、工事につきましては、本年６月１３日に竣工をいたしてお

ります。 

以上で報第２号平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計繰越明許費繰越

計算書についてのご説明とさせていただきます。 

 

○議長（相原一永君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行

います。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

 ご質疑がないようでございますので、質疑を打ち切ります。 

 本案は、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によります報告事項でご

ざいますので、以上で終了いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

続きまして、追加日程第５、報第３号専決処分の承認を求めることについて、

徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市

町村総合事務組合規約の変更を議題といたします。事務局の補足説明を求めま

す。 

 総務課長。 

 

○総務課長（猪井修君） 

 報第３号専決処分の承認を求めることについて、徳島県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変

更についてご説明を申し上げます。 

 議案書の報第３号をご覧ください。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、徳島県市町村総合事務組
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合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の

変更について、専決処分をさせていただきましたので、同条第３項の規定によ

りましてこれを報告し、ご承認を求めるものでございます。 

 次のページをご覧ください。 

専決処分書でございます。平成３１年３月３１日をもって、美馬西部学校給

食センター組合が解散したことに伴いまして、徳島県市町村総合事務組合規約

の一部を改正する規約を専決処分させていただきました。処分日は、令和元年

７月１０日でございます。改正内容につきましては、次のページ以降をご覧い

ただきたいと思います。規約の中から美馬西部学校給食センター組合の名称を

削除するものでございます。 

 以上で報第３号のご説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い

いたします。 

 

○議長（相原一永君） 

 ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行

います。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

 ご質疑がないようでございますので、質疑を打ち切り、ただちに採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。報第３号専決処分の承認を求めることについて、徳島県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総

合事務組合規約の変更を承認することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

ご異議なしと認めます。よって、報第３号は原案のとおり承認されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

続きまして、追加日程第６、議第７号平成３０年度中央広域環境施設組合一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。事務局の補足説明を求

めます。 
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 総務課長。 

 

○総務課長（猪井修君） 

 議第７号平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、補足説明をさせていただきます。 

 議案書の議第７号をご覧ください。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、平成３０年度中央広域環

境施設組合一般会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付して、

議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、歳入歳出決算書の２ページ、３ページをお願いします。 

 歳入からでございます。歳入からご説明をいたします。まず、１款分担金及

び負担金、予算現額２１億３,７５２万６,０００円、収入済額２１億３,７５２

万６,０００円、２款使用料及び手数料、予算現額６,２４９万８,０００円、収

入済額６,１６１万１,８４０円、３款財産収入、予算現額１３６万５,０００円、

収入済額１３６万４,０６２円、４款繰入金、予算現額５,５２７万円、収入済

額５,５２６万９,９５３円、５款繰越金、予算現額１億２,６９７万９,０００

円、収入済額１億２,６９７万９,１６０円、６款諸収入、予算現額２,８５６万

３,０００円、収入済額１４２万４,８８９円、７款国庫支出金、予算現額１,

６７６万３,０００円、収入済額は０でございます。８款組合債、予算現額１,

６７０万円、収入済額１,２４０万円、歳入合計といたしまして、予算現額２４

億４,５６６万４,０００円、収入済額２３億９,６５７万５,９０４円でござい

ます。 

 続きまして４ページ、５ページをお願いいたします。 

歳出でございます。１款議会費、予算現額４２万円、支出済額４０万８,９６

０円、不用額は１万１,０４０円でございます。２款総務費、予算現額８,１６

９万３,０００円、支出済額８,０５０万１,９５４円、不用額は１１９万１,０

４６円でございます。３款衛生費、予算現額１５億３,１４３万円、支出済額１

４億３,２８７万９,４２９円、翌年度繰越額が４,５１５万１,０００円、不用

額は５,３３９万９,５７１円でございます。４款公債費、予算現額６億４,８５

０万７,０００円、支出済額６億４,８３３万９,８２６円、不用額は１６万７,

１７４円でございます。５款諸支出金、予算現額１億８,２６１万４,０００円、  

支出済額１億８,２６１万３,０１５円、不用額は９８５円でございます。最後

に予備費、予算現額１００万円、支出済額は０円でございます。不用額は１０

０万円でございます。歳出合計としまして、予算現額２４億４,５６６万４,０

００円、支出済額２３億４,４７４万３,１８４円でございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 歳入決算額２３億９,６５７万５,９０４円、歳出決算額２３億４,４７４万
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３,１８４円、歳入歳出差引額は５,１８３万２,７２０円でございます。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 事項別明細書の歳入でございます。まず、１款１項１目負担金、予算現額       

２１億３,７５２万６,０００円、収入済額２１億３,７５２万６,０００円、構

成市町の内訳は、備考欄に明記されておりますとおりでございますが、吉野川

市が８億６,５４３万４,０００円、阿波市が７億６,３１２万８,０００円、板

野町が２億７,４２１万９,０００円、上板町が２億３,４７４万５,０００円で

ございます。次に、２款１項１目衛生手数料、予算現額６,２４９万８,０００

円、収入済額６,１６１万１,８４０円、これは、一般廃棄物ごみ収集許可業者

が、当中央広域環境センターにごみを搬入する際、納めていただく処理手数料

でございます。次に、３款１項１目利子及び配当金、予算現額１３６万５,００

０円、収入済額１３６万４,０６２円、これは、財政調整基金と一般廃棄物処理

施設整備基金の利子でございます。次に、４款１項１目財政調整基金繰入金、

予算現額５,５２７万円、収入済額５,５２６万９,９５３円、これは、旧７町村

分の財政調整基金を、該当構成市町へ還付をするために繰入を行ったものでご

ざいます。次に、５款１項１目繰越金、予算現額１億２,６９７万９,０００円、  

収入済額１億２,６９７万９,１６０円、前年度からの繰越金でございます。 

 次に、１０ページ､１１ページをお願いいたします。 

 ６款１項１目預金利子、予算現額１万円、収入済額２３万９,４６９円、歳計

現金の預金利子でございます。同款２項１目雑入、予算現額２,８５５万３,０

００円、収入済額１１８万５,４２０円、内訳は、備考欄にございますとおりで

ございますが、主なものといたしましては、備考欄下から３項目の副産物売払

収入が８２万８,６５８円、それから、その次の資源化物売払収入が１８万８,

９００円、これらが主なものでございます。次に、７款１項１目災害復旧費国

庫補助金、予算現額１,６７６万３,０００円、収入済額は０円でございます。 

８款１項１目災害復旧事業債、予算現額が１,６７０万円、収入済額は１,２４

０万円、これは、平成３０年９月の台風２１号により被災をいたしましたごみ

ピット天井修繕等の事業費に充てるために、起債前貸により借り入れを行った

ものでございます。以上、歳入の収入済額の合計は、２３億９,６５７万５,９

０４円となっております。 

 続きまして、歳出についてご説明をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをご覧ください。 

 １款１項１目議会費、予算現額４２万円、支出済額４０万８,９６０円、主に

組合議会議員の皆様の報酬でございます。２款１項１目一般管理費、予算現額 

８,１３３万円、支出済額８,０２５万１,４３０円、不用額は１０７万８,５７

０円でございます。支出の主なものにつきましては、職員給与費、また、構成

市町からの派遣職員人件費負担金などの人件費となっております。 
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 続きまして１４ページ、１５ページをご覧ください。 

 一番下でございますが、２款２項１目監査委員費、予算現額３６万３,０００

円、支出済額２５万５２４円でございます。 

 １６ページ、１７ページに移りまして、支出の主なものにつきましては、監

査委員の報酬でございます。次に、３款１項１目塵芥処理費、予算現額１５億

３,１４３万円、支出済額１４億３,２８７万９,４２９円、翌年度繰越額が繰越

明許費で４,５１５万１,０００円、不用額は５,３３９万９,５７１円となって

おります。支出額が大きい項目といたしまして、まず、１１節需用費でござい

ます。予算現額が６億１,５８７万２,０００円、支出済額は５億７,８３４万３,

２７２円、不用額は３,７５２万８,７２８円となっております。この不用額に

つきましては、ＬＮＧ単価や電気料金などは上昇したものの、ＬＮＧ使用量及

び電気購入電力量が当初想定を下回ったことによるものでございます。次に、

１３節委託料、予算現額８億５,６０６万６,０００円、支出済額８億３,１８０

万６６０円、翌年度繰越額が繰越明許費で９９５万１,０００円、不用額は１,

４３１万４,３４０円でございます。委託業務といたしましては、備考欄にござ

いますとおり、中央広域環境センターの運転及び整備の委託料、また、周辺の

環境調査業務、副産物運搬並びにリサイクル処理業務などでございます。次に、

１５節工事請負費ですが、予算現額５,６５０万円、支出済額 ２,１３０万円、 

翌年度繰越額が繰越明許費で３,５２０万円、不用額はございません。これは、

昨年の台風２１号によるごみピット天井修繕工事費でございます。 

次に、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

４款１項公債費、予算現額６億４,８５０万７,０００円、支出済額６億４,

８３３万９,８２６円、不用額は１６万７,１７４円でございます。これは、施

設建設時の財政融資資金貸付金の平成３０年度分の償還金でございます。元利

均等償還でございますため、償還額は前年度と同額となっております。続きま

して、５款１項１目基金費、予算現額１億２,７３４万４,０００円、支出済額 

１億２,７３４万３,０６２円、不用額９３８円でございます。これは、平成２

９年度からの繰越金を一般廃棄物処理施設整備基金へ積み立てるとともに、財

政調整基金及び一般廃棄物処理施設整備基金の運用益をそれぞれ当該基金に積

み立てたものでございます。次に、同款２項１目還付金、予算現額５,５２７万

円、支出済額５,５２６万９,９５３円、不用額は４７円でございます。これは、

旧７町村分に係る財産が財政調整基金のみとなったことから、旧７町村分財政

調整基金を該当構成市町に還付をしたものでございます。内訳につきましては、

備考欄にございますとおりで、吉野川市が１,０５２万８,９２４円、阿波市が

３,５２８万５９９円、上板町が９４６万４３０円でございます。最後に、６款

１項１目予備費の実績はございません。以上、歳出の支出済額合計は、２３億

４,４７４万３,１８４円でございます。 
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次に２０ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は２３億９,６５７万５,９

０４円、歳出総額が２３億４,４７４万３,１８４円、歳入歳出差引額は５,１８

３万２,７２０円で、翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして、繰越明許費繰

越額で５３４万５,０００円、実質収支額は４,６４８万７,７２０円でございま

す。また、実質収支額のうち、地方自治法の規定によります基金の繰入金はご

ざいません。 

続きまして、２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

財産に関する調書でございます。１．公有財産と２．物品ともに平成３０年

度中の異動はございません。前年度と同数値となっております。一番下段でご

ざいますが、３．基金のうち、まず財政調整基金は、決算年度中の運用益は積

み増しをいたしましたが、旧７町村分の財政調整基金を該当構成市町に還付を

したことによりまして決算年度中の増減高は、５,４１８万４,０８１円の減と

なりまして、決算年度末現在高は３億１,０４２万８,２５８円となっておりま

す。次に、一般廃棄物処理施設整備基金につきましては、平成２９年度からの

繰越金を積み立てたことによりまして、決算年度末現在高は２億１,５９９万

６,１９０円となっており、合計で、平成３０年度末現在高は５億２,６４２万

４,４４８円となっております。 

最後に２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

主要な施策の成果に関する説明書でございます。一番下の項目でございます

が、廃棄物処理施設災害復旧事業２,７２４万円、これは、先程来ご説明をさせ

ていただいておりますとおり、昨年の台風２１号によるごみピット天井修繕等

でございます。そのほかの事業につきましては、例年どおりの事業実施とさせ

ていただいております。 

以上で、平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定につ

いての補足説明とさせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○議長（相原一永君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、議第７号平成３０年度中央広域

環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定については、事前に監査を受けており

ます。柿部監査委員に監査の報告を求めます。 

柿部監査委員。 

 

○監査委員（柿部美彦君） 

平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算及び審査意見につ

いて、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により、審査
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に付された平成３０年度中央広域環境施設組合関係一般会計の歳入歳出決算及

び証書類、その他政令で定める書類並びに基金の運用状況を示す書類について、

審査をいたしました結果を報告いたします。 

意見書の１ページをご覧ください。 

審査の期間は、令和元年７月２５日から８月２７日までで、管理者から審査

に付されました一般会計歳入歳出決算書並びに付属書類、現金出納保管状況調

書及び基金の運用状況調書が、平成３０年度の財政状態を適正に表示し、かつ

正確に記録されているか否かを検証するために、関係帳簿及び証拠書類と照合

し、必要に応じて決算資料の提出を求めるとともに、関係職員の説明を聴取し、

併せて平成３０年度に実施した定期監査及び出納検査の結果も考慮に入れて審

査を行いました。 

その結果、一般会計歳入歳出決算書及び付属書類は適正に調製され、誤りもなく、

決算における計数は正確で、内容も正当であると認められました。また、予算の執行

及び関連する事務の処理は適正に行われているものと認められました。 

決算規模、財政運営及び決算収支の状況は、前年度決算数値を含め１ページ

の中段以降に記載しております。平成３０年度におけます一般会計の決算額は、

歳入は２３億９,６５７万５,９０４円で、前年度より２,４９４万５,８１０円

増加をいたしております。歳出は２３億４,４７４万３,１８４円で、これも前

年度より１億９万２,２５０円を増加しております。これに伴い歳入歳出差引額

は、前年度決算額より７,５１４万６,４４０円少ない５,１８３万２,７２０円

で、実質収支は、翌年度に繰り越すべき財源の５３４万５,０００円を差し引い

た４,６４８万７,７２０円でございます。この額が令和元年度に繰り越されま

して、経常収支比率は前年度より１.８ポイント高い９６.９ポイントとなって

おります。地方債は、６億３,３９５万４,９３７円減少いたしまして、平成３

０年度末の現在高は５億３,８３５万２,４０５円となりました。平成１４年度

から平成１６年度に実施をいたしました中央広域環境センターの建設工事に伴

い発行した組合債は、令和２年度末をもって償還を完了いたします。なお、昨

年の台風２１号による被災によりまして、廃棄物処理施設災害復旧事業債１,

２４０万円を起債前借りしておりますので、長期債に借り換えた後に償還が始

まることになります。決算収支につきましては、下段のとおりでございます。 

また、２ページから６ページにつきましては、歳入歳出決算額の分析結果を

記載しておりますので、ご高覧いただきたいと思います。 

総合意見を述べさせていただきますので、７ページをご覧ください。 

平成３０年度中央広域環境施設組合の決算状況は、歳入は、前年度に比べま

して２,４９４万５,８１０円多い２３億９,６５７万５,９０４円となっており

ます。これは、年次計画で実施しております機械設備整備費の増加によりまし

て構成自治体の負担金が増加をしたこと、旧７町村分の財政調整基金を還付す
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るために繰入を行ったこと、ごみピット天井修繕工事に伴い組合債を発行する

ことが主な要因でございます。歳出は、前年度に比べますと１億９万２,２５０

円多い２３億４,４７４万３,１８４円となっています。これは、施設の整備修

繕費や電気代、燃料費、消耗品費の増加が主な要因でございます。また、旧７

町村分の財政調整基金の還付も増加の要因となっております。 

平成３０年度のごみ処理量は、３万１,７３１.１３トンで、平成２９年度の

３万１,６３１.８４トンより９９.２９トン増加をいたしております。 

燃料費の多くを占めますＬＮＧにつきましては、エネルギー管理による省エ

ネ対策として、平成２１年度から炉全体の温度管理をブロック管理に変更いた

しまして、温度を平準化することによりＬＮＧ及び酸素の噴射注入量を低減を

するとともに、スラグを円滑に排出する高温反応炉均質化炉バーナーのＬＮＧ

使用量を可能な限り削減をしております。平成３０年度もこの手法を継続いた

しまして、1 トンあたりのごみ処理に要するＬＮＧの使用量は、平成２９年度

の０.０５５１トンから０.０５４３トンとわずかながら減少いたしましたが、

ＬＮＧ購入単価が約１０パーセント上昇いたしましたので、１トンあたりのＬ

ＮＧ単価は平成２９年度の３,７４９円から、平成３０年度３,８６７円と１１

８円上昇をいたしております。電気料金につきましても、長期の連続運転を実

施することによりまして、使用電力量を平準化するなど効率的な電力使用に努

めておりますが、ごみ処理量の増加に伴います消費電力量の増加と料金改定の

影響もあり、１トンあたりの電気単価は平成２９年度の７,５２２円から、８,

１９８円と６７６円上昇をしております。これらの要因によりまして、トータ

ルでは１トンあたりのごみ処理単価は、平成２９年度の４３,５０７円に対しま

して、平成３０年度は４５,１５７円と１,６５０円上昇をいたしております。

ＬＮＧ料金と電気料金を合わせますと３億８,２８４万９,９３８円にのぼるこ

とを考えますと、今後も原油価格の変動等に注意するとともに、引き続き省エ

ネ対策を推進する必要がございます。薬品や消耗器材等の経常経費につきまし

ても、抑制についても、引き続き可能な限り抑制に努めていただきたいと考え

ています。 

プラント整備につきましては、平成３０年度の４億９,９４８万９,２００円

をはじめ、毎年多額の整備費用を支出をしております。施設の老朽化は避けら

れませんので、安全性を確保するためには多額の整備費用を必要とする事情は

理解できますが、工夫、検討をお願いしたいと思います。 

今後の財政運営にあたりましては、歳入関係につきましては、適正な額の予

算化、適時の調定、納付期限内の収納及び速やかな現金収納手続き、財政計画

に基づく定期預金の活用など、適正な事務処理が確保されるよう努めていただ

きますようお願いします。副産物や資源化物は、収入の安定が図れるよう取引

先の確保をお願いいたします。 
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歳出関係につきましては、限られた財源を効率的、効果的に活用できますよ

う、あらゆる支出の必要性と金額の妥当性を検証し、適切な執行に努めること

が必要であります。 

この施設は、平成１７年８月１日の稼働以来１５年目を迎えまして、機械設

備の経年劣化が進行しており、保守点検と適切な補修に努めなければならない

状態です。また、現施設の地元との合意の使用期限は２０年でありますことか

ら、今後のごみ処理施設についての方針を示すことは、これは喫緊の課題でご

ざいます。処理方法や候補地の選定、費用、必要な財源につきまして、中央広

域環境施設組合と構成自治体が互いに知恵を出し合いながら、協力してご検討

をお願いいたします。 

当組合を構成する自治体の財政状況も逼迫しております。構成自治体には、

今後ともごみの減量化に努めていただきまして、中央広域環境施設組合には、

なおいっそう処理経費の削減に努めるよう期待をいたします。 

以上でございます。 

 

○議長（相原一永君） 

以上で補足説明及び監査の報告が終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

ご質疑がないようでございますので、質疑を打ち切り、ただちに採決いたし

ます。 

お諮りいたします。追加日程第６、議第７号平成３０年度中央広域環境施設

組合一般会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり認定することにご異

議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

ご異議なしと認めます。よって、議第７号平成３０年度中央広域環境施設組

合歳入歳出決算認定については、これを認定することに決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 
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続きまして、追加日程第７、議第８号中央広域環境施設組合会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例制定について及び追加日程第８、議第９号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例制定についての２件を一括して議題といたします。事務局の補

足説明を求めます。 

 総務課長。 

 

○総務課長（猪井修君） 

議第８号及び議第９号について、ご説明をさせていただきます。 

条例の内容につきましては、概要について要点のみご説明をさせていただき

ます。 

議案書の議第８号をお願いいたします。 

議第８号中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例制定についてでございます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律、平成２９年法律第２９号が来年、令和２年４月１日から施行され、

会計年度任用職員の制度が創設されることに伴いまして、会計年度任用職員の

給与等の額及び支給方法などについて、必要な事項を定めるものでございます。

それでは１枚おめくりいただきまして、条例の概要でございますが、まず第３

条では、任用形態別の支給区分や手当の種類を規定いたしております。第４条

では、会計年度任用職員の給料について、別表第１にあるとおり行政職給料表

によることとしております。第５条においては、会計年度任用職員の職務の級

は、別表第２に定めるとおりでございますが、１級を定型的又は補助的な業務

を行う職務、また２級は相当の知識又は経験を必要とする職務といたしており

ます。また、第６条から第３２条までにつきましては、会計年度任用職員の給

料等につきまして、中央広域環境施設組合職員の給与に関する条例等を準用し

て、給料、報酬、各種手当及び費用弁償の支給方法並びに減額の基準等につい

て規定をさせていただいております。この条例の施行日は、令和２年４月１日

でございます。 

続きまして、議案書の議第９号をお願いいたします。 

議第９号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例制定についてでございます。先ほどの議第８号と同

様に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が来年４月１日から

施行され、会計年度任用職員の制度が創設されること等に伴いまして、所要の

改正を行うものでございます。改正の内容といたしましては、第１条の中央広

域環境施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正から第

８条の中央広域環境施設組合職員旅費支給条例の一部改正まで、計８本の条例

につきまして、会計年度任用職員制度の創設及び臨時的任用職員制度の改正に
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伴い、所要の改正を行うものでございます。施行日につきましては、令和２年

４月１日でございます。 

以上で、議第８号及び議第９号の説明とさせていただきます。ご審議の程よ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長（相原一永君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行

います。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

ご質疑がないようでありますので、質疑を打ち切り、ただちに議第８号及び

議第９号の２件を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。議第８号中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定について及び議第９号地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につ

いての２件を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

異議なしと認めます。よって、議第８号中央広域環境施設組合会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について及び議第９号地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例制定についての２件の議案は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

続きまして、追加日程第９、議第１０号令和元年度中央広域環境施設組合一

般会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。事務局の補足説明を

求めます。 

 総務課長。 

 

○総務課長（猪井修君） 

議第１０号令和元年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算（第１号）に
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ついて、補足説明をさせていただきます。 

議第１０号の補正予算書の１ページをお願いいたします。 

令和元年度中央広域環境施設組合の一般会計補正予算（第１号）は、次の定

めるところによるものでございます。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ４,５４８万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２１億４３万５千円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳

出予算補正によるものでございます。 

２ページをご覧ください。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入についてでございます。５款１項繰越金、補

正前の額１００万円、補正額４,５４８万７千円の追加、補正後の額が４,６４

８万７千円。歳入合計といたしまして、補正前の額２０億５,４９４万８千円、 

補正額は４,５４８万７千円の追加で、補正後の額２１億４３万５千円でござい

ます。 

続きまして３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。２款１項総務管理費、補正前の額が８,２１９万４千円、 

補正額が２９万７千円の追加で、補正後の額は８,２４９万１千円。次に、３款

１項清掃費、補正前の額は１５億３１９万６千円、補正額は２９万７千円の減

額、補正後の額は１５億２８９万９千円。最後に、５款１項基金費、補正前の

額が１４５万２千円、補正額は４,５４８万７千円の追加で、補正後の額は４,

６９３万９千円となっており、歳出合計といたしまして、補正前の額は２０億

５,４９４万８千円、補正額４,５４８万７千円の追加で、補正後の額は２１億

４３万５千円でございます。 

次に、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

事項別明細書の歳入についてご説明をさせていただきます。５款１項１目繰

越金は、平成２９年度決算による剰余金につきまして、４,５４８万７千円の追

加をするものでございます。 

次に、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

歳出についてでございます。２款１項１目一般管理費が、２９万７千円の追

加となっております。内容につきましては、地方自治法施行規則の一部を改正

する省令が、来年４月１日から施行されることに伴いまして、現行の歳出の節

体系から７節の賃金がなくなり、以降の節番号を繰り上げる対応が必要となっ

てまいります。この変更によりまして、財務会計システムの今年度中の改正が

必要となることから、財務会計システム改修業務委託料として２９万７千円を

追加をするものでございます。また、構成市町の派遣職員の異動によりまして、

構成市町派遣職員人件費負担金を２０万円減額するとともに、昨年被災いたし

ました災害復旧事業でありますごみピット天井修繕工事等に伴い、休日勤務が
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増えたことにより、休日勤務手当を２０万円増額するものでございます。次に、

３款１項１目塵芥処理費が、２９万７千円の減額となっております。これは、

環境調査業務委託料につきまして、入札による請け差が生じましたので減額を

するものでございます。次に、５款１項１目基金費が、４,５４８万７千円の追

加となっております。平成２９年度決算による剰余金を、一般廃棄物処理施設

整備基金へ積み立てるものでございます。 

以上で、議第１０号令和元年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算（第

１号）についての補足説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い

いたします。 

 

○議長（相原一永君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行

います。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

ご質疑がないようでありますので、質疑を打ち切り、ただちに採決いたしま

す。 

お諮りいたします。議第５号平成３０年度中央広域環境施設組合一般会計補

正予算（第１号）については、原案のとおり決定することにご異議ございませ

んか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（相原一永君） 

ご異議なしと認めます。よって、議第１０号令和元年度中央広域環境施設組

合一般会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（相原一永君） 

以上で、本定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

これをもちまして、令和元年第２回中央広域環境施設組合議会定例会を閉会

いたします。 

どうもお疲れさまでございました。 
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午前１０時３４分 開会  

 

 

 

以上の会議録は事務局長の記載したものであり、その内容については大要に

おいて正確であることを認め、ここに署名する。 

 

 

 

 

 

臨時議長 
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